
令　和　７　年 

奈良市議会12月定例会
提　出　議　案

奈 良 市





奈良市報告第 ５５ 号　　市長専決処分の報告について………………………………………� １

　　〃　　第 ５６ 号　　市長専決処分の報告について………………………………………� ５

　　〃　　第 ５７ 号　　市長専決処分の報告について………………………………………� ７

　　〃　　第 ５８ 号　　市長専決処分の報告について………………………………………� ９

　　〃　　第 ５９ 号　　市長専決処分の報告について………………………………………� 11

　　〃　　第 ６０ 号　　市長専決処分の報告について………………………………………� 13

奈良市議案第 ９７ 号　　令和７年度奈良市一般会計補正予算（第５号）…………………� 15

　　〃　　第 ９８ 号　　令和７年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第

　　　　　　　　　　　　２号）…………………………………………………………………� 21

　　〃　　第 ９９ 号　　令和７年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）……………� 72 

　　〃　　第１００号　　令和７年度奈良市下水道事業会計補正予算（第１号）…………� 73

　　〃　　第１０１号　　奈良市人権・コミュニティセンター条例の一部改正に

　　　　　　　　　　　　ついて…………………………………………………………………� 74

　　〃　　第１０２号　　奈良市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を

　　　　　　　　　　　　定める条例の制定について…………………………………………� 76

　　〃　　第１０３号　　入江泰𠮷記念奈良市写真美術館条例の一部改正につい

　　　　　　　　　　　　て………………………………………………………………………� 78

　　〃　　第１０４号　　奈良市入江泰𠮷旧居条例の一部改正について……………………� 81

　　〃　　第１０５号　　奈良市杉岡華邨書道美術館条例の一部改正について……………� 83

　　〃　　第１０６号　　奈良市災害対策基本条例の制定について…………………………� 85

　　〃　　第１０７号　　奈良市営住宅条例の一部改正について……………………………� 93

　　〃　　第１０８号　　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

　　　　　　　　　　　　一部改正について……………………………………………………� 95

　　〃　　第１０９号　　工事請負契約の締結について………………………………………� 96 

　　〃　　第１１０号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�101

　　〃　　第１１１号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�102

　　〃　　第１１２号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�103

　　〃　　第１１３号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�104

目　　　　　　　次



奈良市議案第１１４号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�105

　　〃　　第１１５号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�106

　　〃　　第１１６号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�107

　　〃　　第１１７号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�108

　　〃　　第１１８号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�109

　　〃　　第１１９号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�110

　　〃　　第１２０号　　公の施設の指定管理者の指定について……………………………�111

　　〃　　第１２１号　　教育委員会の委員の任命について…………………………………�113

　　〃　　第１２２号　　公平委員会の委員の選任について…………………………………�115



奈良市報告第５５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和７年１０月１６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－2－



市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について　　　　　　　　　

　本市は、市営住宅等の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所

に訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

　⑴�　市営住宅等を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項（奈良市

コミュニティ住宅条例第６条で準用する場合を含む）の規定により徴収する金銭を支

払え。

　⑵　滞納家賃等及びこれに対する遅延損害金を支払え。

　⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

　⑶�　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。
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　別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

１ 家賃滞納

2 家賃滞納
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奈良市報告第５６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－5－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和７年１０月１４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和７年５月１８日午前７時頃、奈良市川上町地内において発生した、奈良市立若草中

学校敷地内斜面からの倒木により、民家の電線及びヒューズが損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３２，１３４円

－6－



奈良市報告第５７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和７年１０月１６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年２月１０日午前１０時４０分頃、奈良市西大寺栄町地内において発生した、工

事施工中の市道を歩行していた相手方が転倒し負傷した事故に関し、相手方から本市及び

同工事を本市から受注した特定建設工事共同企業体の代表者（以下「工事事業者」という。）

に対して提起された損害賠償請求訴訟について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定

するものとする。

１　損害賠償の額　　０円

２　和解の要旨

　⑴　工事事業者は、相手方に対し、本件見舞金として１００，０００円を支払う。

　⑵　相手方は、その余の請求を放棄する。

　⑶�　相手方は、本件工事の共同施工者である訴外事業者に対し、本和解成立以降、本件

事故に関し、一切の請求を行わず、又、一切の異議を申し立てない。

　⑷�　相手方、本市及び工事事業者は、相手方、本市及び工事事業者間には、本件事故に

関し、和解条項に定めるもののほかに互いに何らの債権債務がないことを相互に確認

する。

　⑸　訴訟費用は各自の負担とする。
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奈良市報告第５８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和７年１０月１６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和７年４月１５日午前９時１５分頃、奈良市法華寺町地内において発生した、本市が

管理する行政財産道路上の溝蓋の跳ね上がりにより、走行していた相手方の普通自動車の

タイヤ、ホイール等が損傷した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定

するものとする。

１　損害賠償の額　　５８３，０００円
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奈良市報告第５９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和７年１０月１６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和７年６月２７日午前８時２０分頃、奈良市尼辻中町地内において発生した、本市の

公用車が民家の外壁に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定

するものとする。

１　損害賠償の額　　９９，０００円
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奈良市報告第６０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和７年１０月１７日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和７年７月３０日午後２時２０分頃、奈良市狭川両町地内において発生した、本市の

公用車が相手方の軽自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額

を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１６６，２００円
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奈良市議案第９７号

令和７年度奈良市一般会計
補正予算（第５号）　　　

　令和７年度奈良市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，１１３，２６３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７６，３９６，７２７千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第�２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第２表　繰越明許費」による。

　（債務負担行為の補正）

第�３条　債務負担行為の追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第�４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

－15－



款 項 補正前の額 補　正　額 計

16．国 庫 支 出 金 36,876,093 11,175 36,887,268

２．国 庫 補 助 金 3,773,031 2,175 3,775,206

４．国 庫 交 付 金 8,576,598 9,000 8,585,598

17．県 支 出 金 12,442,604 4,500 12,447,104

４．県 交 付 金 2,198,060 4,500 2,202,560

21．繰 越 金 1,482,028 67,588 1,549,616

１．繰 越 金 1,482,028 67,588 1,549,616

23．市 債 14,337,600 6,030,000 20,367,600

１．市 債 14,337,600 6,030,000 20,367,600

歳　　　入　　　合　　　計 170,283,464 6,113,263 176,396,727

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．議 会 費 651,477 16,598 668,075

１．議 会 費 651,477 16,598 668,075

２．総 務 費 18,183,276 376,104 18,559,380

１．総 務 管 理 費 11,832,727 429,373 12,262,100

３．徴 税 費 1,556,223 △ 32,985 1,523,238

４．戸 籍 住 民�
基 本 台 帳 費 1,000,060 △ 6,368 993,692

５．選 挙 費 609,172 1,325 610,497

６．統 計 調 査 費 265,846 7,117 272,963

７．監 査 委 員 費 93,084 △ 22,358 70,726

千円 千円 千円

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

３．民 生 費 79,166,422 167,459 79,333,881

１．社 会 福 祉 費 37,114,509 175,095 37,289,604

２．児 童 福 祉 費 28,658,733 1,166 28,659,899

３．生 活 保 護 費 13,217,533 △ 11,309 13,206,224

４．国民年金事務費 175,647 2,507 178,154

４．衛 生 費 15,087,205 △ 140,031 14,947,174

１．保 健 衛 生 費 4,983,367 31,734 5,015,101

２．保 健 所 費 917,013 △ 96,928 820,085

３．清 掃 費 8,050,560 △ 74,837 7,975,723

５．労 働 費 109,361 △ 1,733 107,628

１．労 働 諸 費 109,361 △ 1,733 107,628

６．農 林 水 産 業 費 862,322 8,050 870,372

１．農 林 費 862,322 8,050 870,372

７．商 工 費 1,057,204 837 1,058,041

１．商 工 費 1,057,204 837 1,058,041

８．観 光 費 1,113,665 △ 10,577 1,103,088

１．観 光 費 1,113,665 △ 10,577 1,103,088

９．土 木 費 15,575,191 65,809 15,641,000

１．土 木 管 理 費 246,605 20,291 266,896

２．道 路 橋 梁 費 7,542,957 38,685 7,581,642

３．河 川 費 370,544 11,727 382,271

４．都 市 計 画 費 5,874,336 △ 24,137 5,850,199

６．住 宅 費 647,046 19,243 666,289

10．消 防 費 5,206,591 447 5,207,038

１．消 防 費 5,206,591 447 5,207,038

千円 千円 千円
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第２表　繰越明許費

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　額

２. 総 務 費 200,000

１. 総 務 管 理 費 ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業 200,000

３. 民 生 費 100,000

１. 社 会 福 祉 費 障 害 者 福 祉 施 設 整 備 事 業 100,000

９. 土 木 費 279,019

２. 道 路 橋 梁 費 道 路 橋 梁 新 設 改 良 事 業 279,019

11. 教 育 費 5,730,000

１. 教 育 総 務 費 中 高 一 貫 校 施 設 整 備 事 業 110,000

２. 小 学 校 費 小 学 校 施 設 整 備 事 業 3,600,000

３. 中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 2,020,000

合　　　　　　　　　計 6,309,019

千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

11．教 育 費 14,084,106 5,630,300 19,714,406

１．教 育 総 務 費 3,482,841 67,987 3,550,828

２．小 学 校 費 2,672,847 3,591,268 6,264,115

３．中 学 校 費 1,307,884 2,033,227 3,341,111

４．高 等 学 校 費 992,845 △ 84,528 908,317

５．幼 稚 園 費 589,400 △ 20,937 568,463

７．保 健 体 育 費 2,919,882 43,283 2,963,165

歳　　　出　　　合　　　計 170,283,464 6,113,263 176,396,727

千円 千円 千円
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事　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

子 ど も 医 療 シ ス テ ム 改 修 経 費 令和７年度から�
令和８年度まで 3,520

ＪＲ帯解駅舎改修事業機器移設負担金 令和７年度から�
令和８年度まで 30,000

地 域 ク ラ ブ 活 動 運 営 業 務 委 託 令和７年度から�
令和10年度まで 810,000

佐 保 小 学 校 校 舎 建 設 事 業 令和７年度から�
令和９年度まで 4,895,362

学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 令和７年度から�
令和８年度まで 30,000

指定管理者による奈良市男女共同
参画センターの管理に要する経費

令和８年度から�
令和10年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市南紀寺コミュニ�
ティスポーツ会館の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市ならやまコミュ
ニティスポーツ会館の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市東市コミュニ
ティスポーツ会館の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市邑地コミュニ
ティスポーツ広場の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市高の原コミュニ
ティスポーツ会館の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市狭川コミュニ
ティスポーツ広場の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市田原コミュニ
ティスポーツ広場の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市八条コミュニ
ティスポーツ広場の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指定管理者による奈良市右京コミュニ
ティスポーツ会館の管理に要する経費

令和８年度から�
令和12年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市 月 ヶ 瀬
梅 の 資 料 館 の 管 理 に 要 す る 経 費

令和８年度から�
令和10年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

千円

第３表　債務負担行為補正

　１．追加分
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第４表　地方債補正

　１．変更分

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業 575,500 775,500

福 祉 施 設 整 備 事 業 374,500 474,500

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 1,813,400 7,433,400

中 高 一 貫 校 施 設 整 備 事 業 68,000 178,000

計 14,337,600 20,367,600

千円 千円
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奈良市議案第９８号

令和７年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第２号）　

　令和７年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３００千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３５，３０７，５２９千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

５．財 産 収 入 500 300 800

１．財産運用収入 500 300 800

歳　　　入　　　合　　　計 35,307,229 300 35,307,529

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

６．基 金 積 立 金 500 300 800

１．基 金 積 立 金 500 300 800

歳　　　出　　　合　　　計 35,307,229 300 35,307,529

千円 千円 千円

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

事　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金�
シ ス テ ム 連 携 業 務 委 託

令和７年度から�
令和８年度まで 26,000

徴 収 通 知 書 印 刷 等 経 費 令和７年度から�
令和８年度まで 4,000

千円

第２表　債務負担行為補正

　１．追加分
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奈良市議案第９９号

令和７年度奈良市水道事業会計
補正予算（第１号）　　　　　

（総則）

第１条　令和７年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第�２条　令和７年度奈良市水道事業会計予算第６条に定めた債務負担行為を次のとおり改

める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

事　　　項
補　正　前 補　正　後

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

料金システムデータ抽出委託 令和７年度から
令和８年度まで 23,680 令和７年度から

令和９年度まで 23,680 

料金システム開発委託 令和７年度から
令和８年度まで 218,974 令和７年度から

令和９年度まで 218,974 

千円 千円
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奈良市議案第１００号

令和７年度奈良市下水道事業会計
補正予算（第１号）　　　　　　

（総則）

第�１条　令和７年度奈良市下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（債務負担行為）

第�２条　令和７年度奈良市下水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為を次のとおり

改める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

事　　　項
補　正　前 補　正　後

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

料金システム開発委託 令和７年度から
令和８年度まで 218,974 令和７年度から

令和９年度まで 218,974 

千円 千円
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奈良市議案第１０１号

奈良市人権・コミュニティセンター条例
の一部改正について　　　　　　　　　

　奈良市人権・コミュニティセンター条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市人権・コミュニティセンター条例の一部を改正する条例

　奈良市人権・コミュニティセンター条例（令和６年奈良市条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。

　第２条の表に次のように加える。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に次項の規定による改正前の奈良

市人権文化センター条例（平成１４年奈良市条例第１７号）第４条第１項の規定により

市長が行った施行日以後の使用に係る奈良市北人権文化センターの使用許可及び市長に

対して行われた当該使用許可の申請は、施行日以後においては、奈良市人権・コミュニ

ティセンター条例第７条第１項の規定により指定管理者が行った奈良市北人権・コミュ

ニティセンターの使用承認及び指定管理者に対して行われた当該使用承認の申請とみな

す。

　（奈良市人権文化センター条例の一部改正）

３　奈良市人権文化センター条例の一部を次のように改正する。

　　第２条の表奈良市北人権文化センターの項を削る。

奈良市北人権・コミュニティセンター 奈良市川上町４１８番地の１
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　（提案理由）

　共生社会の実現に向けた幅広い啓発、事業等を行い、多様化する課題に対応する施設と

して、北人権・コミュニティセンターを設置し、指定管理者制度を導入しようとするもの

である。
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奈良市議案第１０２号

奈良市特定乳児等通園支援事業の運営に
関する基準を定める条例の制定について

　奈良市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように制定しよ

うとする。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

　（趣旨）

第�１条　この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通

園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この条例において使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準（令和７年内閣府令第９５号。以下「特定乳児等通園支援事業基準」とい

う。）において使用する用語の例による。

　（特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準）

第�３条　特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、特定

乳児等通園支援事業基準の定めるところによる。

　（暴力団の排除）

第�４条　特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（

平成２４年奈良市条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとならな

いようにしなければならない。

　（委任）

第�５条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則
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　（施行期日）

第１条　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　（特定乳児等通園支援事業基準の規定の引用に関する経過措置）

第�２条　第３条の規定の適用に関する経過措置は、特定乳児等通園支援事業基準附則及び

特定乳児等通園支援事業基準を改正する府令附則に規定する経過措置の例による。

　（提案理由）

　乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が令和８年度から給付制度化されること

に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めようとするものである。
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奈良市議案第１０３号

入江泰吉記念奈良市写真美術館条例の一部改正について

　入江泰𠮷記念奈良市写真美術館条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　入江泰𠮷記念奈良市写真美術館条例の一部を改正する条例

　入江泰𠮷記念奈良市写真美術館条例（平成４年奈良市条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。

　第３条中「次の各号に」を「次に」に改める。

　第３条の２第１項第２号中「使用承認及び使用制限」を「利用承認及び利用制限」に改

める。

　第４条の見出しを「（観覧の利用料金）」に改め、同条第１項中「別表第１に定める観

覧料」を「その観覧に係る料金（以下「観覧の利用料金」という。）」に改め、同条第３

項中「市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、観覧料」を「指定管理者

は、市長の承認を得て定める基準により観覧の利用料金」に改め、同項を同条第５項とし

、同条第２項中「前項の観覧料」を「観覧の利用料金」に改め、同項に次の１号を加える

。

　⑶　１６歳未満の者並びに高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ずる者

　第４条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。

２�　観覧の利用料金は、別表第１に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得て定める額とする。

３�　地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に観覧の利用

料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

　第５条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「使用」を「利用」に改める。

　第６条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「一に」を「いずれかに」に、「

使用」を「利用」に改め、同条第２号中「き損」を「毀損」に改める。
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　第７条の見出し中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条第１項中「一に」を「いず

れかに」に、「使用承認」を「利用承認」に、「使用を」を「利用を」に改め、同項第２

号中「使用目的」を「利用目的」に、「使用した」を「利用した」に改め、同条第２項中

「使用承認」を「利用承認」に、「使用の」を「利用の」に改める。

　第８条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条第１項中「使用の」を「利用

の」に、「使用者」を「利用者」に、「別表第２に定める使用料」を「その利用に係る料

金（以下「展示室の利用料金」という。）」に改め、同条第２項を次のように改める。

２�　指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により展示室の利用料金を減免すること

ができる。

　第８条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。

２�　展示室の利用料金は、別表第２に規定する額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額とする。

３�　地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に展示室の利

用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

　第９条の見出し及び同条第１項中「使用者」を「利用者」に改め、同条第２項中「使用

者」を「利用者」に、「使用する」を「利用する」に改める。

　第９条の２（見出しを含む。）中「使用」を「利用」に改める。

　第１０条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用する者は、別表第

３に定める使用料」を「利用する者は、その利用に係る料金（以下「駐車場の利用料金」

という。）」に改め、同条に次の２項を加える。

２�　駐車場の利用料金は、別表第３に規定する額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額とする。

３�　地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に駐車場の利

用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

　第１０条の２（見出しを含む。）中「使用料」を「利用料金」に改める。

　第１２条の見出し中「観覧料等」を「利用料金」に改め、同条中「観覧料並びに展示室

及び駐車場の使用料」を「観覧の利用料金、展示室の利用料金及び駐車場の利用料金」に

改め、同条ただし書中「市長」を「指定管理者」に、「使用料」を「利用料金」に改める

。

　第１３条第１項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第１号中「き損」を「毀損」
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に改める。

　第１４条中「使用」を「利用」に、「き損」を「毀損」に改める。

　別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

　別表第２及び第３中「使用料」を「利用料金」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　入江泰𠮷記念奈良市写真美術館について利用料金制を導入するとともに、観覧の利用料

金の見直しを行おうとするものである。

区分 市内に住所を有する者 市外に住所を有する者

普通観覧の利用料金

（１人１回につき）

個人 ５００円 ７００円

団体 ４００円 ６００円

特別観覧の利用料金

（１人１回につき）

２，０００円

定期観覧の利用料金

（１人１年につき）

２，５００円

備考

　１�　「普通観覧の利用料金」とは、常設展示の資料を観覧するために１回の観覧の都度

納付するものをいう。

　２�　「特別観覧の利用料金」とは、特別展示の資料を観覧するために１回の観覧の都度

納付するものをいう。

　３�　「定期観覧の利用料金」とは、１年間を通じて随時常設展示又は特別展示の資料を

観覧するために一括して納付するものをいう。

　４　「団体」とは、利用料金を納付すべき者が２０人以上のものをいう。
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奈良市議案第１０４号

奈良市入江泰吉旧居条例の一部改正について

　奈良市入江泰𠮷旧居条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市入江泰𠮷旧居条例の一部を改正する条例

　奈良市入江泰𠮷旧居条例（平成２５年奈良市条例第６４号）の一部を次のように改正す

る。

　第７条の見出しを「（利用料金）」に改め、同条第１項中「別表に定める入館料」を「

その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）」に改め、同条第３項中「市長は、公

益上その他特別の理由があると認めたときは、入館料」を「指定管理者は、市長の承認を

得て定める基準により利用料金」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「前項の

入館料」を「利用料金」に改め、同項第３号中「及びこれ」を「、大学の学生及びこれら

」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。

２�　利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定める額とする。

３�　地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に利用料金を

当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

　第８条（見出しを含む。）中「入館料」を「利用料金」に改める。

　別表を次のように改める。

別表（第７条関係）

区分 市内に住所を有する者 市外に住所を有する者

利用料金

（１人１回限り）

個人 ２００円 ３００円

団体 １００円 １５０円
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　　　附　則

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　入江泰𠮷旧居について利用料金制を導入するとともに、利用料金の見直しを行おうとす

るものである。

備考　「団体」とは、利用料金を納付すべき者が２０人以上のものをいう。
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奈良市議案第１０５号

奈良市杉岡華邨書道美術館条例の一部改正について

　奈良市杉岡華邨書道美術館条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市杉岡華邨書道美術館条例の一部を改正する条例

　奈良市杉岡華邨書道美術館条例（平成１２年奈良市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。

　第４条の見出しを「（利用料金）」に改め、同条第１項中「別表に定める観覧料」を「

その観覧に係る料金（以下「利用料金」という。）」に改め、同条第３項中「市長は、公

益上その他特別の理由があると認めたときは、観覧料」を「指定管理者は、市長の承認を

得て定める基準により利用料金」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「前項の

観覧料」を「利用料金」に改め、同項第３号中「及びこれ」を「、大学の学生及びこれら

」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。

２�　利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定める額とする。

３�　地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に利用料金を

当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

　第５条（見出しを含む。）中「観覧料」を「利用料金」に改める。

　第６条第１項第１号及び第７条中「き損」を「毀損」に改める。

　別表を次のように改める。

別表（第４条関係）

区分 市内に住所を有する者 市外に住所を有する者

普通観覧の利用料金

（１人１回限り）

個人 ３００円 ５００円

団体 ２４０円 ４００円
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　　　附　則

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　杉岡華邨書道美術館について利用料金制を導入するとともに、利用料金の見直しを行お

うとするものである。

特別観覧の利用料金

（１人１回につき）

２，０００円

定期観覧の利用料金

（１人１年につき）

２，０００円

備考

　１�　「普通観覧の利用料金」とは、常設展示の書道作品又は資料を観覧するために１回

の観覧の都度納付するものをいう。

　２�　「特別観覧の利用料金」とは、特別展示の書道作品又は資料を観覧するために１回

の観覧の都度納付するものをいう。

　３�　「定期観覧の利用料金」とは、１年間を通じて随時常設展示又は特別展示の書道作

品又は資料を観覧するために一括して納付するものをいう。

　４　「団体」とは、利用料金を納付すべき者が２０人以上のものをいう。
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奈良市議案第１０６号

奈良市災害対策基本条例の制定について

　奈良市災害対策基本条例を次のように制定しようとする。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市災害対策基本条例

目次

　前文

　第１章　総則（第１条―第３条）

　第２章　責務（第４条―第７条）

　第３章　防災対策（第８条―第１５条）

　第４章　災害応急対策（第１６条―第２０条）

　第５章　復興対策（第２１条）　

　第６章　雑則（第２２条）

　附則

　本市は、中西部に奈良盆地東縁断層帯があるほか、西部の平野部は洪水浸水想定区域が

多く、東部には多数の土砂災害警戒区域が点在しています。そのため、市域のほとんどで

大地震、浸水害及び土砂災害のいずれかによる被害が発生する可能性があり、奈良盆地東

縁断層帯地震、南海トラフ地震等が発生した場合には甚大な被害が発生することも想定さ

れていることから、市民等の生命、身体、財産及び個人の尊厳を守ることができるよう、

災害に対する備えを平時から整えていくことが重要となっています。

　また、近年、全国各地において、大地震による甚大な被害に加えこれまでに経験したこ

とのないような暴風、豪雨等による甚大な被害が発生していることから、市職員、市民及

び事業者の防災意識の高揚を図る必要もあります。

　災害から市民等の生命、身体、財産及び個人の尊厳を自分自身の手で守るため、市、市

民、自主防災組織及び事業者の全ての者が、災害対策に関する目標を共有し、それぞれの
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責務を自覚し、力を合わせて災害対策に取り組まなければなりません。

　そのため、自分自身、家族等を災害から守る自助、地域においてお互いに協力して助け

合う共助、行政が自助及び共助を補完し、市民等を支援する公助に基づき、市、市民、自

主防災組織及び事業者が、それぞれの役割を果たし総力を結集して本市の災害への対応力

を強化することが重要です。ここに、自助、共助及び公助の考え方の下に、災害に強い安

全で安心なまちを築き、次の世代に引き継いでいくという決意の下、この条例を制定しま

す。

　　　第１章　総則

　（目的）

第�１条　この条例は、自助、共助及び公助の考え方の下に、災害対策について基本理念を

定め、市、市民、自主防災組織及び事業者の責務を明らかにするとともに、防災対策、

災害応急対策及び復興対策に係るそれぞれの基本的な役割を定めることにより、災害対

策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害による被害の最小化を図り、災害に強いま

ちを実現することを目的とする。

　（定義）

第�２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

　⑴�　災害　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第２条

第１号に規定する災害をいう。

　⑵　災害時　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合をいう。

　⑶　市民　市内に住所を有する者及び居住する者をいう。

　⑷　市民等　市民及び市内に通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

　⑸　事業者　市内で事業を営む個人、法人及びその他の団体をいう。

　⑹　自主防災組織　法第２条の２第２号の自主防災組織をいう。

　⑺�　自主防災活動　市民、自主防災組織及び事業者が地域において自主的かつ組織的に

行う防災に関する活動をいう。

　⑻�　災害対策関係機関　災害対策を実施する国及び奈良県の行政機関並びに法第２条第

３号から第６号までに規定する機関をいう。

　⑼�　災害ボランティアセンター　災害時に設置される被災地でのボランティア活動を円

滑に進めるための拠点をいう。
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　⑽　要配慮者　法第８条第２項第１７号の要配慮者をいう。

　⑾�　帰宅困難者　災害時に外出している者のうち帰宅することができないもの及び遠距

離を徒歩で帰宅するものをいう。

　⑿�　避難所　災害から身を守るために市民等が避難し、一定期間滞在する市が指定した

施設をいう。

　（基本理念）

第�３条　災害対策の基本理念は、自助、共助及び公助の考え方の下に、市、市民、自主防

災組織及び事業者がそれぞれの責務を認識すること及び災害対策に係るそれぞれの役割

を果たし相互に連携を図りながら協力して行うこととする。

　　　第２章　責務

　（市の責務）

第�４条　市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民等の生命

、身体、財産及び個人の尊厳（以下「市民等の生命等」という。）を災害から守るとと

もに、被害を最小限にとどめるため、法第４２条第１項の規定により作成される奈良市

地域防災計画及びその他法令等の規定に基づき、平時より災害対策を的確かつ円滑に実

施するとともに、防災体制を整備するものとする。

２�　市は、前項の規定により災害対策を実施するに当たり、災害対策関係機関及び他の地

方公共団体との連携及び協力を図るとともに、市民、自主防災組織、事業者及びボラン

ティア等との協力体制を構築するものとする。

３�　市は、市民、自主防災組織及び事業者に対し、防災意識の高揚及び災害への備え等の

充実を図るため、必要な情報を提供し、共有するものとする。

４�　市は、自主防災組織の充実に向けて支援を行うとともに、市民及び事業者の自発的な

災害対策の促進を図るものとする。

　（市民の責務）

第�５条　市民は、基本理念にのっとり、平時より自身の災害に対する備えを行うものとし

、災害時において自分自身及び家族等の安全の確保に努めるものとする。

２�　市民は、災害時において相互に協力し災害対策に取り組むことができるよう、平時か

ら地域の一員として協力し、相互の安全の確保に努めるものとする。

３�　市民は、市、自主防災組織及び災害対策関係機関が実施する災害対策に協力するよう

努めるものとする。
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　（自主防災組織の責務）

第�６条　自主防災組織は、基本理念にのっとり、地区自治連合会、地域の住民及び事業者

等と協力し自主防災活動を実施するとともに、災害対策の一助となるよう組織の維持及

び向上に努めるものとする。

２�　自主防災組織は、地域の特性に応じて当該地域に係る地区防災計画及び避難所運営マ

ニュアル等の作成並びに防災訓練その他の自主防災活動の推進に努めるものとする。

　（事業者の責務）

第�７条　事業者は、基本理念にのっとり、従業員及び事業所に来所する者（以下「従業員

等」という。）並びに管理する施設及び設備の安全の確保に努めるものとする。

２�　事業者は、従業員等が帰宅困難者となった場合の対策を講ずるよう努めるものとする

。

３�　事業者は、市、自主防災組織及び災害対策関係機関が実施する災害対策に協力するよ

う努めるものとする。

　　　第３章　防災対策

　（防災に関する知識の普及等）

第�８条　市は、防災に関する知識の普及及び情報の提供を積極的に推進し、防災意識の高

揚を図るものとする。

２�　市は、市民、自主防災組織、事業者等が行う災害対策に関する啓発活動に対し、必要

な支援を行うものとする。

３�　市は、研修等の実施により、市職員の防災に関する知識及び技術の習得を図るものと

する。

４�　市民、自主防災組織及び事業者は、防災に関する知識の習得及び訓練を積極的かつ継

続的に実施するよう努めるものとする。

　（防災訓練の実施）

第�９条　市は、自主防災組織及び災害対策関係機関と連携して防災訓練を実施し、検証す

ることによって不断の見直しを行うものとする。

２　自主防災組織は、地域の特性に合わせた防災訓練を実施するよう努めるものとする。

３�　市は、自主防災組織が実施する防災訓練に対し積極的な支援及び協力を行うものとす

る。

４�　市民は、市及び自主防災組織が行う防災訓練に参加するよう努めるものとする。
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５�　事業者は、市及び自主防災組織が行う防災訓練に参加するよう努めるとともに、自ら

防災訓練を実施するよう努めるものとする。

　（自主防災活動の推進）

第�１０条　市は、自主防災活動に対し積極的な支援及び協力を行うものとする。

２�　市は、自主防災活動を推進するため、自主防災活動に係る中心的な役割を担う人材を

育成するものとする。

３�　市民及び事業者は、自主防災活動に積極的に参加し、又は協力するよう努めるものと

する。

　（物資等の備蓄等）

第�１１条　市は、計画的に災害時に必要な物資を備蓄し、及び防災資機材を整備するもの

とする。

２�　市民は、災害に備え、食料、飲料水、携帯トイレその他の生活に必要な物資を３日分

以上備蓄するよう努めるものとする。

３�　自主防災組織は、災害に備え、初期消火、救助、避難等に必要な防災資機材を整備す

るよう努めるものとする。

４�　事業者は、災害に備え、帰宅困難者となった従業員等に提供するため、食料、飲料水

、携帯トイレその他の物資を備蓄するよう努めるものとする。

　（ボランティア活動の推進等）

第�１２条　市は、災害時のボランティア活動への参加が促進されるよう、平時から普及啓

発を行うものとする。

２�　市は、社会福祉法人奈良市社会福祉協議会と連携し、災害時における外部からの支援

を積極的に受け入れられるよう、災害ボランティアセンターの設置その他活動環境を整

備するものとする。

３�　市は、外部からの支援を生かすため、支援を受けるための体制を整えるとともに、災

害時には積極的に情報を発信し、又は共有するものとする。

　（要配慮者への支援）

第�１３条　市は、災害時において、要配慮者の支援を的確に行うために必要な情報の収集

及び整理を行うとともに、自主防災組織及び災害対策関係機関と当該情報を共有するも

のとする。

２�　市は、要配慮者に対し災害時における避難行動及び避難生活に関する情報を提供し、
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要配慮者、医療関係者及び福祉関係者、自主防災組織その他の関係機関と連携するもの

とする。

　（情報の収集及び提供）

第�１４条　市は、市内において発生することが予想される災害に関する情報を収集し、災

害対策に反映するものとする。

２�　市は、市民等、自主防災組織及び事業者に対し、あらかじめ避難所の位置その他災害

に関する情報を提供するものとする。

３�　市民等は、災害時において、適切な行動をとるため災害に関する情報を自ら積極的に

収集するよう努めるものとする。

　（協定の締結）

第�１５条　市は、災害時において協力の要請を円滑に行うことができるよう、あらかじめ

他の地方公共団体、公共的団体及び事業者と災害時の応援に関する協定（以下「協定」

という。）を締結するものとする。

　　　第４章　災害応急対策

　（災害応急対策の実施）

第�１６条　市は、災害時において災害対策関係機関と連携し、救援活動、応急復旧活動そ

の他あらゆる手段を通じて市民等の生命等を守るものとする。

２�　市は、災害時において、市民等、自主防災組織及び事業者に対し、速やかに避難及び

被害の状況、災害応急対策に関する情報を提供するものとする。

３�　市民等、自主防災組織及び事業者は、災害時において災害に関する情報に留意しつつ

、市民等にあっては自らの生命及び身体を守るため必要と判断したときは速やかに避難

し、事業者にあっては従業員等の生命及び身体を守るため速やかに必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。

４�　市民等、自主防災組織及び事業者は、災害時において相互に協力して次に掲げる事項

を実施するよう努めるものとする。

　⑴　災害に関する正確な情報の伝達

　⑵　要配慮者への避難支援

　⑶　出火防止及び初期消火

　⑷　被災者の救護及び救出

　⑸　前各号に掲げるもののほか、災害応急対策として必要な事項
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　（避難及び避難所の運営）

第�１７条　市は、災害時において市民等及び事業者に対し早期避難を促さなければならな

い。

２�　市は、災害時において必要があると認めるときは速やかに避難所を開設し、避難者の

安全及び健康に配慮してその運営を行わなければならない。

３�　自主防災組織は、市、地区自治連合会及び関係機関等と連携し、主体的な避難所の開

設及び運営等により地区全体の安全確保に努めるものとする。

４�　避難者は、避難所の円滑な運営に協力するよう努めるものとする。

　（帰宅困難者への支援等）

第�１８条　市は、帰宅困難者に対し、避難及び帰宅のための情報の提供等の必要な支援を

行うものとする。

２�　市民等は、本市において帰宅困難者となった場合、自らの安全を確保するとともに、

むやみに移動せず、市、自主防災組織、災害対策関係機関及び事業者が講ずる措置に協

力するよう努めるものとする。

３�　事業者は、従業員等の円滑な帰宅及び帰宅困難者の安全の確保のために必要な対策を

講ずるよう努めるものとする。

　（支援要請）

第�１９条　市は、災害時において必要があると認めるときは、災害対策関係機関並びに協

定を締結した他の地方公共団体、公共的団体及び事業者に対し、災害応急対策に関する

支援を要請するものとする。

２�　市は、前項の規定により支援を要請するほか、災害の規模等を勘案し必要と認める場

合は、協定を締結していない他の地方公共団体、公共的団体及び事業者に対し、災害応

急対策に関する支援を要請するものとする。

　（災害見舞金）

第�２０条　市長は、被災した市民に対し、その種類、程度等に応じて見舞金を支給するこ

とができるものとする。

２�　前項に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める

。

　　　第５章　復興対策

第�２１条　市は、災害により甚大な被害を受けた場合において、市民生活の早期再建及び
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安定並びに被災した地域の復興に関する事業（以下「復興事業」という。）を迅速かつ

計画的に実施するため、復興本部を設置しなければならない。

２�　前項の場合において、市は、災害対策関係機関と連携し、災害復興の事業計画を策定

し、復興事業を行うものとする。

３�　前項の規定により市が復興事業を行うときは、市民、自主防災組織及び事業者は、相

互に協力し、速やかに市民生活及び事業活動を再建し、並びに被災した地域の復興を図

るよう努めるものとする。

４�　市民、自主防災組織及び事業者は、復興事業の推進に協力するよう努めるものとする

。

　　　第６章　雑則

　（委任）

第�２２条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

　　　附　則　

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　災害対策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害による被害の最小化を図り、災害に

強いまちを実現するため、基本理念、市の責務等を定めようとするものである。

－92－



奈良市議案第１０７号

奈良市営住宅条例の一部改正について

　奈良市営住宅条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市営住宅条例の一部を改正する条例

　奈良市営住宅条例（昭和６１年奈良市条例第１４号）の一部を次のように改正する。

　第６条第１項中「６０歳」を「６５歳」に改め、同条第２項第２号中「２０歳」を「１

８歳」に改め、同条第３項中「６０歳」を「６５歳」に改め、同条中第５項を削り、第６

項を第５項とし、同条第７項第１号中「小学校就学の始期に達するまで」を「１８歳未満

」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第８項を第７項とし、第９項を第８項とする。

　第７条第１項中「第８項」を「第７項」に改め、同条第３項中「同条第８項」を「同条

第７項」に改める。

　第１２条第４項中「共益費をいう」の次に「。第３８条の４の３において同じ」を、「

水道料金をいう」の次に「。第３８条の４の３において同じ。）、駐車場の使用料（第３

８条の４の５第１項に規定する使用料をいう。以下第３８条の４の３、第３８条の４の５

及び第３８条の４の９において「使用料」という」を加える。

　第３８条の４の３第２項中「当該」を削り、「駐車場の使用料（以下この条、第３８条

の４の５及び第３８条の４の９において「使用料」という。）」を「使用料」に改め、同

条第３項中「について未納の額」を「、家賃、共益費、水道料金その他の賃貸借に基づい

て生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

　（奈良市改良住宅条例の一部改正）

２�　奈良市改良住宅条例（昭和４７年奈良市条例第４６号）の一部を次のように改正する
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。

　　第５条第２項中「６０歳」を「６５歳」に改める。

　（奈良市コミュニティ住宅条例の一部改正）

３�　奈良市コミュニティ住宅条例（平成４年奈良市条例第１５号）の一部を次のように改

正する。

　　第６条第２項中「６０歳」を「６５歳」に改める。

　（提案理由）

　本市における世帯構成及び人口の変動に伴う市営住宅等の需要の変化に対応するため、

所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第１０８号

奈良市企業職員の給与の種類及び基準
に関する条例の一部改正について　　

　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正しようとす

る。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年奈良市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

　第１４条第２項第１号中「一部」を「全部又は一部（２時間を超えない範囲内又は１年

につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。）」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正による部分休業の取得パターンの拡大

に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第１０９号

工事請負契約の締結について

　高の原駅前広場整備工事について、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　契 約 の 目 的　　高の原駅前広場整備工事

２　契 約 の 方 法　　一般競争入札

３　契 約 金 額　　１，５６２，０００，０００円

４　契約の相手方　　奈良市高天町３８番地の３

　　　　　　　　　　�高の原駅前広場整備工事（株）森本組・（株）広和特定建設工事共

同企業体

　　　　　　　　　　　代表者　株式会社森本組奈良営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　所長　仲井　幸平

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社広和

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　藤井　幹久
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高の原駅前広場整備工事の概要

１．工事場所　　奈良市右京一丁目地内

２．工事規模　　駅前広場整備工事　Ａ＝２１，８００㎡

　　
　　　　　　　　土木工事　　　　　　　一式

　　　　　　　　　敷地造成工　　　　　一式　　　　舗装工　　　　　　　一式

　　　　　　　　　排水設備工　　　　　一式　　　　縁石工　　　　　　　一式

　　　　　　　　　安全施設工　　　　　一式　　　　道路付属施設工　　　一式

　　　　　　　　　植栽工　　　　　　　一式　　　　植栽移設工　　　　　一式

　　　　　　　　　客土工　　　　　　　一式　　　　擁壁工　　　　　　　一式

　　　　　　　　　階段工　　　　　　　一式　　　　下水設備工　　　　　一式

　　　　　　　　　給水設備工　　　　　一式　　　　通信配管設置工　　　一式

　　　　　　　　　サービス施設工　　　一式　　　　潅水設備工　　　　　一式

　　　　　　　　　電気設備工　　　　　一式　　　　構造物撤去工　　　　一式

　　　　　　　　建築工事　　　　　　　一式

　　　　　　　　　建築施設組立設置工　一式

　　　　　　　　　　シェルター工　　　一式

　　　　　　　　　　フェンス工　　　　一式

　

３．工　　期　　契約の日から令和１０年３月３１日まで
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奈良市議案第１１０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市杉ヶ町２３番地

　　　奈良市男女共同参画センター

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市杉ヶ町２３番地

　　　公益財団法人　奈良市生涯学習財団

　　　理事長　西谷　忠雄

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　男女共同参画センターの事業の実施に関すること。

　　①　情報の収集及び提供に関すること。 　　

　　②　団体、グループ等の活動の支援及び交流の場の提供に関すること。 　　

　　③　その他男女共同参画センターの設置目的を達成するために必要な事業

　⑵　男女共同参画センターの使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　男女共同参画センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１１号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市南紀寺町五丁目５４番地の１

　　　奈良市南紀寺コミュニティスポーツ会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　南紀寺町五丁目第一自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市南紀寺コミュニティスポーツ会館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　奈良市南紀寺コミュニティスポーツ会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１２号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市朱雀二丁目１２番地

　　　奈良市ならやまコミュニティスポーツ会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　平城ニュータウンスポーツ協会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市ならやまコミュニティスポーツ会館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　奈良市ならやまコミュニティスポーツ会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１４号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市邑地町４６９番地

　　　奈良市邑地コミュニティスポーツ広場

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　邑地町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市邑地コミュニティスポーツ広場の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　奈良市邑地コミュニティスポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１５号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市神功三丁目６番地

　　　奈良市高の原コミュニティスポーツ会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　平城ニュータウンスポーツ協会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市高の原コミュニティスポーツ会館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　奈良市高の原コミュニティスポーツ会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１７号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市横田町２０３番地の１

　　　奈良市田原コミュニティスポーツ広場

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　田原地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市田原コミュニティスポーツ広場の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　奈良市田原コミュニティスポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１８号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市八条一丁目８１４番地の４

　　　奈良市八条コミュニティスポーツ広場

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　八条第二自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市八条コミュニティスポーツ広場の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　奈良市八条コミュニティスポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１９号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市右京四丁目１１番地の１

　　　奈良市右京コミュニティスポーツ会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　右京地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市右京コミュニティスポーツ会館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　奈良市右京コミュニティスポーツ会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１２０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　　月ヶ瀬地域振興協議会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　梅の郷月ヶ瀬温泉の供用に関すること。

　⑵　梅の郷月ヶ瀬温泉の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

名　　　　　称 所　　在　　地

梅の郷月ヶ瀬温泉 奈良市月ヶ瀬尾山２,６８１番地

月ヶ瀬温泉ふれあい市場 奈良市月ヶ瀬尾山２,６８１番地

奈良市月ヶ瀬梅の資料館 奈良市月ヶ瀬長引２１番地の８

ロマントピア月ヶ瀬 奈良市月ヶ瀬長引７０７番地の１０

奈良市月ヶ瀬農畜産物処理加工施設 奈良市月ヶ瀬尾山２,７６３番地の１４

湖畔の里“つきがせ” 奈良市月ヶ瀬桃香野４,２６７番地の５
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　⑶　奈良市特産品等直売施設条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑷　月ヶ瀬温泉ふれあい市場の利用制限に関すること。

　⑸　月ヶ瀬温泉ふれあい市場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑹　奈良市月ヶ瀬梅の資料館条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑺　奈良市月ヶ瀬梅の資料館の利用制限に関すること。

　⑻　奈良市月ヶ瀬梅の資料館の施設及び展示物の維持管理に関すること。

　⑼　奈良市農林漁業体験実習館条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑽　ロマントピア月ヶ瀬の利用届の受理及び利用制限に関すること。

　⑾　ロマントピア月ヶ瀬の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑿　奈良市月ヶ瀬農畜産物処理加工施設の利用届の受理及び利用制限に関すること。

　⒀　奈良市月ヶ瀬農畜産物処理加工施設の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⒁　�奈良市農林水産物直売・食材供給施設条例第３条に規定する事業の実施に関するこ

と。

　⒂　湖畔の里“つきがせ”の利用制限に関すること。

　⒃　湖畔の里“つきがせ”の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⒄　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１２１号

教育委員会の委員の任命について

　教育委員会の委員のうち、川村由加里氏は、令和７年１２月９日付けをもって、その任

期が満了せられることに伴い、同氏を再び同委員会の委員に任命いたしたい。

　よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４

条第２項の規定により議会の同意を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　　　　　住　所　　

　　　　　　　　　氏　名　　川
かわ

　村
むら

　　由
ゆ

　加
か

　里
り
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履　　　歴　　　書

　　　　　　　氏　　名　　　川　村　　由　加　里

　　　　　　　生年月日　　　

　　　　　　　現 住 所　　　

学　　　　　　歴

　　　　　　　 　　

職　　　　　　歴
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奈良市議案第１２２号

公平委員会の委員の選任について

　公平委員会の委員として、次の者を選任いたしたいので、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求める。

　　令和７年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　　　　　住　所　　

　　　　　　　　　氏　名　　宮
みや

　本
もと

　　幸
さち

　代
よ

　　　　　　　　　　　　　　

－115－



履　　　歴　　　書

　　　　　　　氏　　名　　　宮　本　　幸　代

　　　　　　　生年月日　　　

　　　　　　　現 住 所　　　

学　　　　　　歴

　　　　　　　 　　

職　　　　　　歴
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